
軍
事
費
よ
り
も
教
育
予
算
を

第
二
次
安
倍
政
権
発
足
時
（
２
０
１

２
年
）
約
４
兆
７
千
億
円
だ
っ
た
防
衛

関
係
予
算
は
、
２
０
２
１
年
に
は
約
５

兆
３
千
億
円
と
６
兆
円
に
迫
る
勢
い
で

す
。
一
方
で
教
育
予
算
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

（
国
内
総
生
産
）
比
は
、2.9

％
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
（4.1

％
）
と

比
較
す
る
と
約
６
兆
円
の
差
が
あ
り
ま

す
。
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）

平
均
並
み
に
教
育
予
算
を
ふ
や
せ
ば
、

幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
の
無
償
化
、
30

人
学
級
、
教
職
員
定
数
改
善
、
給
付
制

の
奨
学
金
拡
充
な
ど
が
実
現
で
き
ま
す
。

教
職
員
の
大
幅
増
を
た
だ
ち
に

深
刻
な
長
時
間
過
密
労
働
を
解
消
す

る
た
め
に
は
、
業
務
量
の
縮
減
と
教
職

員
を
ふ
や
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
義
務

標
準
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
の
基
準
は

「
勤
務
時
間
の
半
分
を
授
業
に
充
て
る
」

で
し
た
。
全
教
は
、
持
ち
授
業
時
間
数

の
上
限
を
設
け
、
ゆ
と
り
を
も
っ
て
子

ど
も
の
前
に
立
て
る
よ
う
、
教
職
員
の

定
数
改
善
計
画
の
策
定
を
求
め
て
い
ま

す
。

め
ざ
せ
20
人
学
級
、
少
人
数
学
級
の
さ

ら
な
る
前
進
を

義
務
標
準
法
改
正
に
よ
っ
て
41
年
ぶ

り
に
少
人

数
学
級
が

前
進
し
ま

し
た
。
し

か
し
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
平
均

と
比
較
す

る
と
、
ま

だ
ま
だ
1

ク
ラ
ス
の

人
数
が
多

す
ぎ
ま
す

（
中
学
校

は
平
均23.

2

人
に
対

し32.1

人
、

小
学
校
は
平
均21.2

人
に
対
し27.2

人
）
。

全
教
は
、
全
て
の
校
種
で
、
国
の
責

任
で
20
人
学
級
を
目
指
し
た
少
人
数
学

級
の
前
進
を
求
め
て
い
ま
す
。

教
員
免
許
更
新
制
は
き
っ
ぱ
り
廃
止

教
員
免
許
更
新
制
が
導
入
さ
れ
て
12

年
。
教
員
の
負
担
増
、
免
許
未
更
新
に

よ
る
教
員
の
未
配
置
・
未
補
充
の
実
態

は
深
刻
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
全
教
は
、

廃
止
を
求
め
る
３
万
７
千
の
声
を
文
科

省
に
届
け
ま
し
た
。
こ
う
し
た
声
に
押

さ
れ
、
中
央
教
育
審
議
会
（
中
教
審
）

は
、
制
度
の
「
発
展
的
解
消
」
を
打
ち

出
す
一
方
で
「
新
た
な
学
び
の
姿
」
と

い
う
新
た
な
研
修
を
強
化
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
今
、
教
育
に
必
要
な
の
は

ゆ
と
り
と
自
由
で
す
。
免
許
更
新
制
度

は
き
っ
ぱ
り
廃
止
し
、
自
主
的
・
自
発

的
研
修
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
条
件
整

備
を
求
め
て
い
ま
す
。

い
の
ち
や
暮
ら
し
ま
も
る
政
治
に

コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
、
い
の
ち
や
暮

ら
し
が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
的
病

院
に
限
っ
て
も
、
２
０
０
５
年
か
ら
10

年
間
で
病
院
数
病
床
数
と
も
に
は
約
10

％
減
少
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
菅
内
閣

は
公
立
病
院
の
病
床
削
減
の
法
案
を
成

立
さ
せ
ま
し
た
。

ま
た
先
進
国
の
中
で
は
日
本
だ
け
が

労
働
者
の
賃
金
が
低
迷
し
て
い
ま
す

（
米
英
仏
独
は
２
０
０
０
年
と
の
比
較

で
30
か
ら
50
％
増
）
。

今
度
の
総
選
挙
で
は
、
私
た
ち
の

い
の
ち
と
暮
ら
し
を
ま
も
り
、
後
に

続
く
世
代
が
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で

き
る
政
治
が
実
現
で
き
る
よ
う
な
選

択
を
し
ま
し
ょ
う
。
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総選挙特集 この新聞はすべての教職員に配布しています全教北九州 検索

子どもたちの未来、私たちの働き方、今の政治に託せますか？

10
月
19
日
公
示
、
10
月
31
日
投
開
票
で
総
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍
で
政
治
の
歪
み
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
選
挙
は
私
た
ち
1
人
ひ

と
り
の
力
で
政
治
を
変
え
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
い
の
ち
と
暮
ら
し
・
教
育
を

大
切
に
す
る
政
治
へ
変
え
ま
し
ょ
う
。

子
ど
も
た
ち
の
未
来
、
私
た
ち
の
働
き
方
、
今
の
政
治
に
託
せ
ま
す
か
？

新聞 全教北九州
全教北九州市教職員組合
発行責任者 中川喜久子

2021.10.22

選
挙
に
い
こ
う
！
２
票
に
託
す
私
の
願
い

丸
山
陸
軍
倉
庫

（
門
司
区
）

門
司
丸
山
郵
便
局
か
ら

旧
県
立
門
司
学
園
高
校

（
門
司
高
校
）
の
間
に
は
、

陸
軍
の
倉
庫
群
が
あ
り
ま

し
た
。

敷
地
面
積
は
1
万
坪
あ

り
、
１
９
０
０
年
発
行
の

地
図
で
は
22
棟
の
建
屋

（
同
じ
大
き
さ
の
15
棟
が

倉
庫
か
）
と
敷
地
の
奥

（
門
司
学
園
側
）
に
土
塁

に
囲
ま
れ
た
弾
薬
庫
と
思

わ
れ
る
建
屋
５
棟
が
確
認

で
き
ま
す
。

こ
の
倉
庫
群
は
１
８
９

５
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た

が
、
明
治
末
期
に
周
辺
の

門
司
砲
台
、
古
城
山
砲
台

な
ど
の
廃
止
に
あ
わ
せ
て

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
跡
地

は
、
市
街
地
拡
大
と
人
口

増
加
に
伴
い
住
宅
用
地
が

不
足
し
て
い
た
門
司
市
の

願
い
出
に
よ
り
払
下
げ
ら

れ
、
住
宅
地
等
に
活
用
さ

れ
ま
し
た
ま
し
た
。
払
下

げ
に
は
、
関
東
大
震
災
被

害
の
復
旧
費
用
が
必
要
だ
っ

た
陸
軍
の
事
情
も
あ
り
ま

し
た
。

現
在
は
、
門
司
中
学
校
、

市
営
丸
山
団
地
、
住
宅
地

と
な
っ
て
い
ま
す
。
門
司

丸
山
郵
便
局
か
ら
旧
門
司

学
園
高
校
ま
で
の
直
線
道

路
は
陸
軍
倉
庫
敷
地
内
の

道
路
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。

北
九
州
の
戦
争
遺
跡



賃
金
水
準
の
引
上
げ
を
求
め
る

教
育
委
員
会
に
は
、
賃
金
水
準
の

引
き
上
げ
を
要
求
し
ま
し
た
。
今
回
、

人
事
委
員
会
の
「
月
例
給
据
え
置
き
、

ボ
ー
ナ
ス
０
．
１
５
％
の
引
下
げ
」

と
い
う
勧
告
に
沿
っ
た
改
定
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

交
渉
で
は
、
賃
金
の
引
き
上
げ
が

で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
業
務
等
を

見
直
し
、
賃
金
水
準
に
見
合
っ
た
労

働
時
間
を
実
現
す
る
よ
う
要
求
し
ま

し
た
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
制
度
は

改
め
な
い
が
勤
務
条
件
は
検
討

す
る賃

金
の
現
行
制
度
を
改
め
る
考
え

は
な
い
一
方
、
勤
務
条
件
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
は
検
討
を
重
ね
る
と
い

う
回
答
で
し
た
。
そ
の
内
容
は
明
ら

か
に
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後

の
交
渉
で
勤
務
条
件
の
方
向
性
を
確

認
し
ま
す
。

補
助
員
の
全
校
配
置
は
な
し
、

事
務
職
員
の
業
務
改
善
は
引
き

続
き
検
討
す
る

補
助
員
の
全
校
配
置
は
行
わ
な
い
。

事
務
職
員
の
業
務
改
善
は
引
き
続
き

検
討
す
る
と
の
回
答
で
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
改
善
の
方
向
性
、
検
討
の
現

状
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
今
後
の
交
渉
で
引
出
し
ま
す
。

「
業
務
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で

は
不
十
分

回
答
で
は
、
「
学
校
に
お
け
る
業

務
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
〈
第
２
版
〉
等

に
基
づ
き
改
善
を
す
す
め
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
し
か
し
外
国
語
、
情

報
教
育
の
導
入
、
教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に

伴
う
新
し
い
仕
事
が
増
え
て
い
ま
す
。

教
育
委
員
会
は
、
研
修
・
提
出
書
類
・

出
張
の
削
減
、
行
事
の
精
選
、
部
活

の
指
導
員
配
置
等
で
削
減
で
き
て
い

る
と
い
う
認
識
で
す
が
、
十
分
で
は

な
い
と
い
う
現
場
の
認
識
と
乖
離
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
削
減
の
た
め
の

取
り
組
み
が
必
要
で
す
。

変
形
労
働
時
間
制
は
検
討
中

「
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」

の
条
例
化
は
調
査
、
検
討
中
と
い
う

こ
と
で
す
。
他
の
自
治
体
で
は
条
例

化
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、

運
用
上
の
問
題
が
解
決
で
き
ず
、
運

用
さ
れ
て
い
る
自
治
体
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。

教
育
委
員
会
は
、
繁
忙
期
の
超
勤

分
の
振
替
を
休
暇
中
に
ま
と
め
取
り

で
き
効
果
が
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す

が
、
様
々
な
問
題
が
想
定
さ
れ
、
ま

た
超
勤
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
も
危

惧
さ
れ
る
な
か
、
条
例
化
の
必
要
性

は
あ
り
ま
せ
ん
。

指
導
し
て
も
休
憩
時
間
は
確
保

で
き
な
い
、
業
務
改
善
は
急
務

休
憩
時
間
の
業
務
に
は
別
に
休
憩

時
間
を
確
保
す
る
よ
う
指
導
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
多
く
の
学

校
で
確
保
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
確
保

の
た
め
に
も
業
務
改
善
は
急
務
で
す
。

一
時
間
単
位
の
病
休
取
得
は

「
経
過
措
置
」
の
ま
ま

経
過
措
置
中
の
「
一
時
間
単
位
の

取
得
」
の
継
続
と
制
度
化
を
要
求
し

ま
し
た
。
教
育
委
員
会
は
経
過
措
置

変
更
の
考
え
は
な
い
と
い
い
ま
す
が
、

病
休
取
得
単
位
が
１
日
単
位
に
な
れ

ば
、
病
気
の
と
き
に
時
間
単
位
の
年

休
で
休
養
、
治
療
と
い
う
こ
と
も
想

定
さ
れ
ま
す
。
病
気
休
暇
制
度
を
蔑

ろ
に
す
る
態
度
は
問
題
で
す
。
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検
討
、
検
討
、
ま
た
検
討

具
体
化
は
い
つ
に
な
る
の
か

10
月
12
日
、
全
教
北
九
州
市
教
職
員
組
合
（
全
教
北
九
州
）
が
提
出
し
た
要
求
書
「
教
職
員
の
給
与
改
定
、

勤
務
・
労
働
条
件
に
関
わ
る
要
求
書
」
に
対
す
る
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
従
来
は
、
口
頭
に
よ
る
回
答
の
み

で
し
た
が
、
今
年
は
文
書
に
よ
る
回
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

回
答
で
は
、
「
そ
の
考
え
は
な
い
」
「
検
討
す
る
」
の
羅
列
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
の
交
渉
で
は
「
検
討

す
る
」
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。

教
育
委
員
会

全
教
北
九
州
「
教
職
員
の
給
与
改
定
、
勤
務
・
労
働
条
件
に
関
わ
る
要
求
書
」
に
回
答

２
０
２
１
年
６

月
、
育
児
・
介
護

休
業
法
が
改
正
さ

れ
、
２
０
２
２
年

４
月
か
ら
順
次
施

行
さ
れ
ま
す
。

誰
も
が
仕
事
を

辞
め
る
こ
と
な
く
、

仕
事
と
育
児
を
両

立
で
き
る
職
場
環

境
に
一
歩
前
進
で

す
。し

か
し
、
私
た

ち
の
周
囲
を
見
る

と
、
育
児
休
業
制

度
を
活
用
で
き
て

い
る
と
は
言
え
な

い
状
況
で
す
。
今

後
は
、
子
育
て
支

援
休
暇
の
復
活
を

含
め
た
育
児
休
暇

制
度
の
拡
大
、
制

度
の
周
知
徹
底
が

必
要
で
す
。
同
時

に
、
制
度
を
活
用

し
づ
ら
い
状
況
を
解
決
し
、
取
得
し

や
す
い
職
場
環
境
を
整
備
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

雇
用
環
境
整
備
、
個
別
の
周
知
・
意

向
確
認
の
措
置
の
義
務
化

（
22
年
４
月
施
行
）

１
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇

用
環
境
の
整
備

①
研
修
の
実
施

②
相
談
窓
口
設
置

③
事
例
の
収
集
・
提
供

２
妊
娠
・
出
産
（
本
人
ま
た
は
配

偶
者
）
の
申
し
出
を
し
た
労
働

者
に
対
す
る
個
別
の
周
知
・
意

向
確
認
の
措
置

周
知
す
る
内
容

①
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
に
関

す
る
制
度

②
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
の
申

し
出
先

③
育
児
休
業
給
付
に
関
す
る
こ
と

④
労
働
者
が
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ

育
休
期
間
に
つ
い
て
負
担
す
べ
き

社
会
保
険
料
の
扱
い

個
別
の
周
知
・
意
向
確
認
の
方
法

①
面
談

②
書
面
交
付

③
Ｆ
Ａ
Ｘ

④
電
子
メ
ー
ル
等

有
期
雇
用
労
働
者
の
育
児
・
介
護
休

業
取
得
要
件
の
緩
和

（
22
年
４
月
施
行
）

要
件
は
「
１
歳
６
か
月
ま
で
の
間
に

契
約
が
満
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で

な
い
」
の
み
（
「
引
き
続
き
雇
用
さ

れ
た
期
間
が
１
年
以
上
」
は
廃
止
）

産
後
パ
パ
育
休
（
出
生
時
育
児
休
業
）

の
創
設

（
22
年
10
月
施
行
）

①
子
の
出
生
後
８
週
間
以
内
に
４
週

間
ま
で
取
得
分
割
し
て
２
回
可
能

（
育
休
と
は
別
に
）

②
労
使
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合

に
限
り
、
労
働
者
が
合
意
し
た
範
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改正育児･介護休業法が施行されます
行政の責任で、仕事と育児を両立しやすい職場環境の整備が必要
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